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潮来市分別収集計画 

 

令和元年６月 28 日 

 

１ 計画策定の意義 

  環境保全と経済発展が両立する持続可能な社会を実現していくためには、従来の大量生産、大量消

費、大量廃棄型の社会経済・ライフスタイルを見直し、循環型社会を形成していくことが強く求めら

れている。 

 また、全国的に最終処分場の新設が困難な状況にある中で、本市は市内に自前の最終処分場を持た

ず、ごみの焼却灰等の最終処分を市外の最終処分場への埋立てに依存していることから、市民・事業

者・行政の適切な役割分担に基づき、ごみの４R（リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル）

に重点を置いた取り組みを強化していくことが極めて重要となっている。 

  このような状況下、本計画は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（以下

「法」という）第８条に基づき容器包装廃棄物を分別収集し、地域における容器包装廃棄物の４R を

推進し、資源の有効利用を図ることを目的とし、循環型社会の形成に寄与しようとするものである。 

 

２ 基本的方向 

  本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。 

・容器包装廃棄物の発生抑制、再使用、リサイクルを基本とした地域社会づくり 

・全ての関係者が一体となった取組みによる環境負荷の低減 

 

３ 計画期間 

  本計画の計画期間は令和２年４月を始期とする５年間とし、令和４年度に見直す。 

 

４ 対象品目 

  本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器（無色、茶色、

その他）、飲料用紙製容器、段ボール、紙製容器包装、ペットボトル、プラスチック製容器包装を対

象とする。 

 

５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み 

（法第８条第２項第１号） 

 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

容器包装廃棄物 １，３４７ｔ １，３３５ｔ １，３２２ｔ １，３１１ｔ １，２９９ｔ 
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【内 訳】 

項目 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

スチール缶 １５９ｔ １５７ｔ １５６ｔ １５４ｔ １５３ｔ 

アルミ缶 ７９ｔ ７８ｔ ７７ｔ ７７ｔ ７６ｔ 

無色びん ８ｔ ８ｔ ８ｔ ８ｔ ８ｔ 

茶びん ４５ｔ ４５ｔ ４４ｔ ４４ｔ ４４ｔ 

その他のびん ３９ｔ ３８ｔ ３８ｔ ３８ｔ ３７ｔ 

紙パック ４０ｔ ３９ｔ ３９ｔ ３９ｔ ３８ｔ 

段ボール １４３ｔ １４２ｔ １４０ｔ １３９ｔ １３８ｔ 

その他紙製容器包装 ２２２ｔ ２２０ｔ ２１８ｔ ２１６ｔ ２１４ｔ 

ペットボトル １０８ｔ １０７ｔ １０６ｔ １０５ｔ １０４ｔ 

その他ﾌﾟﾗ製容器包装 ５０５ｔ ５０１ｔ ４９６ｔ ４９２ｔ ４８７ｔ 

計 １，３４７ｔ １，３３５ｔ １，３２２ｔ １，３１１ｔ １，２９９ｔ 

算出方法 

 

           ＝             × 

            

 

※市が関与する一般廃棄物とは、市が収集運搬又は直接搬入するごみ、集団回収等による排出抑制・再

利用ごみとします。 

 

６ 容器包装廃棄物の排出の抑制の促進するための方策に関する事項（法第８条第２項第２号） 

 

   容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を図るため、以下の方策を実施する。 

なお、実施にあたっては、市民、事業者、再生業者等がそれぞれの立場から役割を分担し、相互に

協力・連携を図る。 

 ・環境教育、啓発活動の充実 

  学校や地域社会の場における副読本等を活用した環境教育、ごみ処理施設の見学会などあらゆる機

会を活用し、市民、事業者に対して、ごみ処理に伴う環境負荷や処理に要する費用の実態についての

情報をわかりやすく提供し、ごみ減量の必要性についての認識を深めてもらうとともに、多くの市民

が気軽に参加できるイベント等の開催を通じて、環境にやさしい消費行動への転換を進める。 

 ・過剰包装の抑制 

  ごみの発生抑制（リデュース）、再利用（リユース）を重視したライフスタイルへの変革を促進す

るため、マイバック・マイボトルの利用、使い捨て商品の使用抑制等についての普及啓発活動の強化

を図る。 

各容器包装廃棄

物の排出見込み 

市が関与する一般廃

棄物量（容器包装算定

対象廃棄物量） 

市が関与する一般廃棄物

量に占める容器包装廃棄

物の比率（組成調査） 
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 ７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の

区分（法第８条第２項第３号） 

 処理施設の整備状況及び再商品化計画等を総合的に勘案し、分別収集をする容器包装廃棄物の種類

を下表左欄のように定める。 

  また、住民の協力度、クリーンセンターが有する再生施設、収集機材等を勘案し、収集に係る分別

の区分は、下表右欄のとおりとする。 

 

分別収集する容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 

主としてスチール製の容器 

主としてアルミニウム製の容器 

資源ごみ 

缶 

主として      無色のガラス容器 

ガラス製の     茶色のガラス容器 

容器        その他のガラス容器 

資源ごみ 

ガラスびん 

主として紙製の容器であって飲料を充てんするた

めのもの（原材料としてアルミニウムが利用されて

いるものを除く） 

資源ごみ 

飲料用紙パック 

主として段ボール製の容器包装 資源ごみ 

段ボール 

主として紙製の容器包装であって上記以外のもの 資源ごみ 

 飲料用紙パック、段ボール以外の紙製容器

包装 

主としてポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）製

の容器であって飲料、しょうゆ等を充てんするため

のもの 

資源ごみ 

ペットボトル 

主としてプラスチック製の容器包装であって上記

以外のもの 

 

 

資源ごみ 

ペットボトル以外のプラスチック製容器包装 
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８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び第２条第６項に規定

する主務省令で定める物の量の見込み（法第８条第２項第４号） 

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

８ｔ　　　　　　　０ｔ 　８ｔ　　　　　　　０ｔ ８ｔ　　　　　　　０ｔ ８ｔ　　　　　　　０ｔ ８ｔ　　　　　　　０ｔ

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

４５ｔ　　　　　　　０ｔ ４５ｔ　　　　　　　０ｔ ４４ｔ　　　　　　　０ｔ ４４ｔ　　　　　　　０ｔ ４３ｔ　　　　　　　０ｔ

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

３９ｔ　　　　　　　０ｔ ３８ｔ　　　　　　　０ｔ ３８ｔ　　　　　　　０ｔ ３８ｔ　　　　　　　０ｔ ３７ｔ　　　　　　　０ｔ

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

９ｔ　　　　　　　０ｔ ９ｔ　　　　　　　０ｔ ９ｔ　　　　　　　０ｔ ８ｔ　　　　　　　０ｔ ８ｔ　　　　　　　０ｔ

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

３１９ｔ ４２ｔ ３１６ｔ ４２ｔ ３１４ｔ ４１ｔ ３１０ｔ ４１ｔ ３０８ｔ ４０ｔ

（合計） （合計）

８ｔ　８ｔ
（合計）

８ｔ
（合計）

８ｔ

５５ｔ ５５ｔ ５４ｔ ５４ｔ

            3年度             4年度             5年度

１３１ｔ

            6年度

１３２ｔ１３５ｔ １３３ｔ

            2年度

無色のガラス製容器

（合計）

８ｔ

主としてアルミ製の
容器

１３６ｔ
主としてスチール製
の容器

５６ｔ

茶色のｶﾞﾗｽ製容器

その他のガラス製容
器

（合計）

４５ｔ

（合計）

３９ｔ

（合計）

４５ｔ
（合計）

４４ｔ
（合計）

４４ｔ
（合計）

４３ｔ

主としてポリエチレン
テレフタレート（PET）
製の容器であって飲
料又はしょうゆその
他主務大臣が定め
る商品を充てんする
ためのもの

（合計）

３８ｔ
（合計）

３７ｔ
（合計）

３８ｔ
（合計）

３８ｔ

（合計）

９ｔ

主として紙製の容器
であって飲料を充て
んするためのもの
（原材料としてアルミ
ニウムが利用されて
いるものを除く。）

主として段ボール製
の容器

主として紙製の容器
包装であって上記以
外のもの

（合計）

９ｔ
（合計）

９ｔ

１３９ｔ １３８ｔ

２ｔ ２ｔ ２ｔ ２ｔ ２ｔ

１４３ｔ １４２ｔ １４０ｔ

（合計）

８ｔ
（合計）

８ｔ

（合計）

１０８ｔ

（合計） （合計） （合計）

１０７ｔ

１０５ｔ ３ｔ

主としてプラスチック
製の容器包装であっ
て上記以外のもの

（合計）

３６１ｔ

（合計）

１０７ｔ １０５ｔ １０４ｔ

１０６ｔ １ｔ １０７ｔ ０ｔ １０５ｔ ０ｔ １０４ｔ ０ｔ

（合計）

３４８ｔ
（合計）

３５５ｔ
（合計）

３５８ｔ
（合計）

３５１ｔ
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９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル

法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法 

 

  特定分別基準適合物等の量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める

物の量の見込み 

  ＝ 平成３０年度の分別基準適合物等の収集実績量×人口変動率 

    

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

       

27,907 人 

（対前年度比） 

 99.0％ 

       

27,653 人 

（対前年度比） 

 99.1％ 

       

27,399 人 

（対前年度比） 

 99.1％ 

       

27,145 人 

（対前年度比） 

 99.1％ 

       

26,891 人 

（対前年度比） 

 99.1％ 

 

※ 人口値は、潮来市人口ビジョン・まち・ひと・しごと創生総合戦略 2015-2019（平成２８年３月

策定）で設定した計画人口により設定した。 

 

１０ 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５号） 

   分別収集は、現行の収集体制を活用して行う。 

   なお、現在、自治会や団体による集団回収が進んでいる段ボールなどの容器包装廃棄物について

は、引き続きこれらの団体が分別収集を実施することとする。 

分別収集及び処理主体 

容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 収集・運搬段階 選別・保管段階 

缶 アルミ 資源ごみ 市による 施設選別、市に 

スチール （缶類） 定期回収 よる保管 

びん 無色ガラス 資源ごみ  市による 施設選別、市に 

茶ガラス （びん類） 定期回収 よる保管 

その他ｶﾞﾗｽ    

紙 紙パック 資源ごみ（紙パック）  市による 市による保管 

段ボール 資源ごみ（段ボール）  定期回収  

 その他紙製容

器 

資源ごみ（雑紙）   

プ ラ ス

チック 

ＰＥＴボトル 資源ごみ（ＰＥＴﾎﾞﾄﾙ） 市による 施 設 選 別 で 圧

縮・梱包、一部

自区内処理 

その他プラ 資源ごみ（その他プラ）  定期回収 民間施設 

一部自区内処理 
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１１ 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号） 

   容器包装リサイクル法における分別収集の実施を見据え、平成１２年３月にリサイクルセンター

を整備した。 

分別収集の用に供する施設 

容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 収集容器 中間処理 備 考 

缶 アルミ 資源ごみ 市指定袋 施設における 市による 

スチール （缶類）  選別・圧縮 分別収集 

びん 無色ｶﾞﾗｽ 資源ごみ 市指定袋 施設における 市による 

茶ガラス （びん類）  選別 分別収集 

その他ｶﾞﾗｽ     

紙 紙ﾊﾟﾂｸ 資源ごみ（紙ﾊﾟｯｸ） なし なし 市による 

段ﾎﾞｰﾙ 資源ごみ（段ボール） 十文字に 

結束する 

 分別収集 

 

 その他紙製

容器 

資源ごみ（雑紙） 

プラス 

チック 

PET ボトル 資源ごみ（PET ﾎﾞﾄﾙ） 市指定袋 施設における 

選別・圧縮 

市による 

その他ﾌﾟﾗ 資源ごみ（その他ﾌﾟﾗ） 市指定袋 民間施設 分別収集 

 

１２ その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

（法第８条第２項第７号） 

・ごみ処理に関する広報活動の推進として、市民等に対して、ごみ減量の必要性や容器包装リサイ

クルの意義及び効果についての理解を深めてもらうため、広報誌やホームページ等を活用した情報

発信を行うとともに、ごみ処理・再資源化施設の見学会等を開催する。 

・分別排出に対する市民協力度の向上や、分別精度の向上による品質の高い循環資源の確保を図る

ため、「資源物とごみの分別ガイドブック」の作成・配布、スマートフォンアプリを活用した情報

提供、市職員による出前説明会やイベント等の開催を行う。 

・ごみの適正搬出・適正分別の徹底を図るため、違反内容を明示した違反ごみステッカーを貼付し

取り残しを実施する。 また、排出状況が悪いごみ集積所や不適正排出者に対しては、個別指導を

行い、ルールの徹底を図る。 

・容器包装廃棄物を含む資源ごみの分別徹底やごみの減量化を目的として、市民の分別排出の利便

性やコスト等を比較考慮しながら、収集区分・収集頻度を見直す。 

・自治会等市民団体による集団回収を促進するため、奨励金の交付、優良団体の表彰などの支援を

行う。 

 


